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様式（第１０条関係） 

審 議 会 等 の 会 議 録 

会議の名称  令和２年度 第１回座間市市民参加推進会議 

開 催 日 時 令和２年６月１７日（水） 午後２時から午後３時まで 

開 催 場 所  座間市役所５階 ５－２会議室 

出 席 者 
菊地会長、井上副会長、手塚委員、渡部委員、岩本委員、鈴野委員、 

佐藤委員、北原委員 

事 務 局 
市民部市民協働課 

田川部長、安部課長、大矢係長、黒沢主事、佐々木主事 

公開の可否  ■公開 □一部公開 □非公開  傍聴人数       ０ 人 

議 題   市民参加の実施状況及び実施予定について 

資料の名称 

１ 会議次第 

２ 委員名簿 

３ 「座間市市民参加推進条例」の写し（資料１） 

４ 「同条例施行規則」の写し（資料２） 

５ 同条例第５条の規定に基づく年度別状況調（資料３） 

６ 令和元年度市民参加の実施状況一覧（資料４） 

７ 令和元年度 市民参加の対象としなかった事項一覧（資料５） 

８ 令和２年度 市民参加の実施予定（資料６） 

９ 前回会議録（令和元年度第１回開催分）（資料７） 

会議の内容 

（会議次第等

及び発言要旨） 

【委員の委嘱】 

遠藤市長から新委員に委嘱状を交付した。 

（任期は令和４年５月３１日まで） 

 

【正副会長の選出】 

委員の互選により、会長に菊地委員、副会長に井上委員が就任した。 

 

【資料の説明】 

事務局が配布資料の内容を説明。 
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 【議事の詳細】 

委 員  令和元年度に実施されたもののうち、当初の実施予定から内容

変更が見受けられるものがあるが、その経過を知りたい。 

事務局  年度当初には実施内容の予定が立ちづらいことから、やむを得

ないものと考える。 

委 員  各手続について実施する内容の選択基準はあるのか。 

事務局  基準の定めは特段なく、各事案に応じて各担当課が判断してい

る。 

委 員  新型コロナウイルスによる影響はあったか。 

事務局  特に影響はなかった。 

委 員  「新型コロナウイルス感染症対策の小学校の臨時休業に伴う扶

養義務者に係る手数料を無償とするための改正」を市民参加の

対象としなかった事項としたことについては、緊急を要するこ

とから、良い判断であった。 

委 員  「市民参加の反映状況等」という項目を一覧表に設けたことに

より、意見の反映がどのようになされたのか、市民に伝わりや

すくなったため、引き続きお願いしたい。 

委 員  市民参加の手法を各担当課が決定したとき、どのような手順で

事務局に報告がなされるのか 

事務局  パブリックコメントは実施の都度、事務局に報告がある。その

他の手続きについては、担当課の判断において実施するが、年

度末に事務局が調査し全庁の実施状況を把握している。 

委 員  令和２年度 市民参加の実施予定「１３」保育園整備計画の改

定について、昨年に引き続き今年も掲載されているのは予定が

延長になったためか。 

事務局  公共施設再整備計画と密接な関係にあり、再整備計画が年度末

に公表になったことから、それを受けて延長になったものと考

える。 

委 員  街づくりのための市民アンケートは、５月の実施予定となって

いるが、どのような進捗か。 

事務局  現時点では把握しておらず早急に状況を確認する。今後は、既

に実施済みのものがあった場合には、当該会議の中で報告がで

きるようにする。（５月に実施されたことを確認済み。） 

 


